
議

案

第

六

十

六

号

 

 
 

 

港

区

立

幼

稚

園

入

園

料

及

び

保

育

料

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

 

 

右

の

議

案

を

提

出

す

る

。

 

 
 

平

成

二

十

六

年

九

月

十

一

日

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

提

出

者 

港

区

長 
 

武 

井 

雅 

昭 
 

 
 

 

  
 

 

港

区

立

幼

稚

園

入

園

料

及

び

保

育

料

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

 

 

港

区

立

幼

稚

園

入

園

料

及

び

保

育

料

条

例

（

昭

和

二

十

二

年

港

区

条

例

第

十

四

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

 

改

正

す

る

。

 

 

第

一

条

の

見

出

し

を

「

（

入

園

で

き

る

者

）

」

に

改

め

、

同

条

中

「

港

区

内

に

住

所

を

有

す

る

者

で

小

学

校

 

就

学

の

始

期

に

達

す

る

ま

で

の

」

を

「

次

に

掲

げ

る

要

件

を

満

た

す

」

に

改

め

、

同

条

に

次

の

各

号

を

加

え

る

 

 

一 

港

区

内

に

住

所

を

有

す

る

こ

と

。

 

 

二 

保

護

者

が

当

該

幼

児

に

つ

い

て

子

ど

も

・

子

育

て

支

援

法

（

平

成

二

十

四

年

法

律

第

六

十

五

号

）

第

二

 

十

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

り

、

原

則

と

し

て

、

同

法

第

十

九

条

第

一

項

第

一

号

に

掲

げ

る

小

学

校

就

学

前

 

子

ど

も

に

該

当

す

る

旨

の

認

定

を

受

け

て

い

る

こ

と

。

 

 
 

 

付 

則

 

 

。

 



 

こ

の

条

例

は

、

子

ど

も

・

子

育

て

支

援

法

（

平

成

二

十

四

年

法

律

第

六

十

五

号

）

の

施

行

の

日

か

ら

施

行

す

 
る

。
 

（

説 
明

）
 

 

子

ど

も

・

子

育

て

支

援

法

（

平

成

二

十

四

年

法

律

第

六

十

五

号

）

の

公

布

に

伴

い

、

区

立

幼

稚

園

に

入

園

で

 

き

る

者

の

要

件

を

改

め

る

必

要

が

あ

る

た

め

、

本

案

を

提

出

い

た

し

ま

す

。

 


